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海の汚染、農畜産物と魚介類への広範で深刻な放射能汚染

被曝を強要する被曝基準の大幅緩和と「安全宣伝」

福島原発からの放射能汚染は大気、土壌に広がり農作物、畜産物を汚染している。海洋にも深刻な

汚染が広がり続けている。止める目途もなにもない。今生きている人々はもちろん、これから生まれ

てくる未来の世代も含めた、数多くの生命と健康にとって、きわめて深刻な恐るべき事態が進行して

いる。それにもかかわらず、国は何の対策もとらないばかりか、一般住民の年間被ばく限度を１ミリ

シーベルトから２０ミリシーベルトに、子供の場合１０ミリシーベルトに引き上げ、一層の被ばくを

強要している。責任逃れのため、「直ちに健康に影響はない」、「海に流れても希釈されるので安全」、

「暫定規制値以下なら飲食しても安全」と事故と放射能汚染を極力小さく見せるということだけに汲

々としている。マスコミと「専門家」達も一体となって犯罪的役割を果たしている。このままでは、

多くの人々が被曝を強要され、５年後、１０年後に深刻な被害が発生することは明らかだ。被曝基準

の大幅緩和と国・マスコミ一体となった「安全宣伝」を厳しく批判していこう。

◆◆◆◆海海海海へのへのへのへの高濃度放射能高濃度放射能高濃度放射能高濃度放射能のののの流出流出流出流出とととと、、、、魚介類魚介類魚介類魚介類のののの深刻深刻深刻深刻なななな汚染汚染汚染汚染

①海に流れ出た放射能は「希釈して薄まるので安全」の嘘

福島原発から海に流

れ出る放射能につい

て、マスコミに出てく

る「専門家」達は、「希

釈して薄まるので安

全」と繰り返している。

黒潮に乗って、太平洋

の彼方に消え去ってし

まうかのようなイメー

ジが語られている。しかし、これはまった

くの嘘だ。福島周辺の海は、静かに一様に

拡散していくような広い領域ではない。海

岸近くを流れる津軽暖流は、沖合を流れる親潮前線によって阻まれ、海岸沿いの狭い領域を主に南に

向かって流れていくことになる（図１）。また、沿岸流は複雑で、北に向かう流れも存在する。

六ヶ所再処理工場の放射能放出口付近から約１万枚のハガキを海に流した海流調査は、放射能が海

岸に沿って流れて沿岸の湾の内側にも入り込み、房総半島沖の黒潮にもかかわらず、少なくとも東京

湾の入り口付近にまで到達するということを示している（図２）。

福島原発から流出する高濃度の放射能は、被災地である三陸海岸

から関東一円の沿岸漁業に壊滅的打撃を与えることは明らかであ

る。

②フランスのラ・アーグ再処理工場の周辺海域では１００ｋｍ離れ

ても魚介類の放射能レベルは高い

フランス政府関連の研究機関が行ったラ･アーグ周辺海域での海

産物中の放射能濃度の測定は、放出口から１００ｋｍ離れた海域(希

釈度０.２)でも、魚介類中の濃度がほとんど減少していないことを

示している（図３・４）。
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実際、福島原発からおよそ８０キロ離れた北茨

城の海域で捕れた小魚（コウナゴ）から、高濃度

の放射能が検出されている。

③「すぐに排泄されるのでそれほど汚染はひどく

ならない」の嘘

また、「魚介類の体内に放射能が取り込まれても、

ほとんどが排泄されるので汚染はそれほど深刻に

はならない」と「専門家」達は言う。しかし、こ

れも嘘である。

海に流れた放射能は、食物連鎖などを通じて生

物濃縮される。その生物濃縮の度合いを表すのが

濃縮係数という値で、海水中の放射能が生物によって何倍濃縮されるかを示している。

国内の原発立地の際の

指針では、ヨウ素につい

て魚類の濃縮係数を１

０、海草は４０００と評

価している。しかし、ラ

･アーグ周辺海域の調査で得られた実測値に基づいて計算してみると、魚類における濃縮係数は約１９

００、海藻は約２５,０００と日本の想定をはるかに超える濃縮が起こっていることが分かる（図５）。

④セラフィールド周辺の海では、セシウムやプルトニウムが海底に蓄積し魚介類を汚染し続けている

マスコミが語る「十分に希釈される」は、海に流れた放射

能が100％海水に乗って拡散してしまうという想定であり、海

底への蓄積という視点が欠けている。しかし、イギリス・セ

ラフィールド再処理工場での深刻な汚染の実態は、「希釈され

る」という考えが、事実に基づかないまったくいい加減なも

のであることを明らかにしている。プルトニウムやセシウム

は海底の土壌に吸着されやすい性質を持つため、沿岸の海底に蓄積し、徐々に海水に溶け出しながら、

絶えず海を汚染し続けていることが明らかにされている（図６）。このままでは、「希釈される」どこ

ろか、三陸から関東の海域における汚染は、非常に長期にわたって持続することになる。

⑤セラフィールドでは、海から陸への放射能汚染が起こっている

セラフィールドでは、海面に浮遊する微粒子に放射能が吸着して濃縮し、この微粒子が泡や波が砕

ける際に宙に舞い、風に飛ばされて何ｋｍも内陸部へと運ばれることが明らかになっている。海に流

された放射能は、海洋生物だけでなく、海岸地帯一帯に住む人々を襲うことになる。

◆◆◆◆暫定規制値暫定規制値暫定規制値暫定規制値のののの食品食品食品食品をををを１１１１年食年食年食年食べればべればべればべれば１７１７１７１７ミリシーベルトものミリシーベルトものミリシーベルトものミリシーベルトもの内部被曝内部被曝内部被曝内部被曝

厚生労働省は３月１７日、食品摂取規制の「暫定規制値」を定めた。この「暫定規制値」は、原発

事故を想定し、原子力安全委員会が定めていた「飲食物摂取制限に関する指標」をほぼそのまま採用

したものとなっている（次頁図７）。放射能汚染の長期化が予想される中、枝野官房長官はこの基準以

下なら「一生飲食し続けても安全」としている。

３月２８日の交渉において厚労省は、暫定基準の食品と水の摂取だけで、１年間に１７ミリシーベ

ラ･アーグ海産物中のセシウム137の濃度と希釈度(距離)の関係
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ルトの被曝になると認めた（放射性ヨウ素で２mSv、

放射性セシウムで５mSv、ウランで５mSv、プルトニ

ウムを含むアルファ核種で5mSvの合計17mSv）。年間

許容線量１mSvの17倍もの被曝量となる。通常、食

品から受ける放射線量は年間０.３mSv程度（UNSCEA

R 2000年報告）。暫定規制値は、その５０倍以上の

被曝をもたらすことになる。

◆◆◆◆「「「「１００１００１００１００あるいはあるいはあるいはあるいは２００２００２００２００ミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルト以下以下以下以下でででで

はははは人体影響人体影響人体影響人体影響はないはないはないはない」」」」のののの嘘嘘嘘嘘

原発から３０ｋｍの距離にある浪江町での外部被

曝による積算線量はすでに１０mSvを超えている。

事故の長期化が明らかとなる中、ＩＣＲＰは日本に

対して、大規模な移住・移転を避けるため、住民の

年間許容線量を従来の１mSvから、２０～１００mSv

に引き上げてはどうかと提言を行っている。国は、

一般人の年間許容線量を２０mSvへと大幅に緩和する動きを始めている。これに呼応して、マスコミや

「専門家」達は、２００mSvあるいは１００mSv以下では健康影響は出ないとさかんに言い立てている。

宣伝を繰り返すことで、１００mSvや２００ｍSvまでなら人体影響は出ないというとんでもない「常識」

をすりこもうとしている。

しかし、これはまったくの虚偽だ。もっと低い被曝線量でも様々な人体影響は発生する。

①原発労働者の間では４０mSv～７０ｍSvで白血病が発生

白血病の労災認定の基準は、被曝

線量が年間５mSv×原発内労働に従

事した年数であり、被曝後１年以降

に骨髄性あるいはリンパ性白血病を

発症した場合と決められている。実

際、これまでに白血病で労災認定さ

れた原発労働者のケースにおける発

病までの積算線量は、40mSv～70mSv

である（図８）。数十mSvといった領域の線量を受けた場合、そのことが原因で白血病が発生してもお

かしくないと、国はこれまでみなしてきたのである。

②チェルノブイリ、英仏再処理工場でも政府が「安全」とする線量で、被曝影響が発生

また、１９８６年のチェルノブイリ

原発事故では、１９９０年代に入って

子どもの甲状腺ガンが増加し、その発

生率は事故前の約１０倍になった（次

頁図１０）。大人の甲状腺ガンや、それ

以外のガンも増加した（図１１）。また、

事故処理作業に従事している労働者（リクビダートル）の間では、ガン・白血病だけでなく、心臓疾

患、高血圧など循環器系の疾患、気管支炎などの呼吸器系疾患、免疫の低下や不全、発熱、倦怠感等

ウクライナのリクビダートルの線量記録分布図９

図７

図８

｢チェルノブイリ原発事故によるその後の事故影響｣(今中哲二・技術と人間1997年5月号)
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々の様々な全身症状、いわゆる「原発ブラブラ病」が発

生している。ウクライナのリクビダートルの受けた被ば

く線量は高いグループで250mSv以上、多くは100mSv～250

mSvの範囲（前頁図９）。被災住民が受けた被曝線量は30k

m避難圏内で最大数百mSv、多くの場合は数十mSvの範囲で

ある。

また、イギリス・セラフィールド再処理工場の近郊で

は、全英平均の１０倍以上という割合で小児白血病が多

発している。フランスのラ・アーグ再処理工場周辺でも

小児白血病が多発している（図１２）。英仏のケースでの

住民の受けた被曝量は、あまりにも低い。そのため、そ

れを理由に政府は放射能との因果関係を否定している。

③現実に起こっている被害を直視し、内部被曝の特別な

危険性を考えるべきだ

「200ｍSvや100mSv以下は安全」の根拠と

なっているのは、基本的に広島・長崎での、

近距離において比較的高線量の外部被曝を受

けた人たちの調査データである。主として、

身体に一様な被曝を外から一度にばっと受け

た場合の人体影響である。一方、今回の事故

の場合、長期にわたって、土壌や大気から放

射線を受けることになる。さらに食品を通じ

て体内に取り込まれた放射能による慢性的な

内部被曝の影響がとりわけ大きい。広島・長

崎とは被曝の形態が全く異なる。

チェルノブイリ事故の深刻な健康被害は、事故時の被ばくだけではなく、その後、継続的に汚染さ

れた食品をとり続けたことによる内部被曝がもたらした。レントゲン撮影のような外部被ばくの場合、

臓器や組織は外側から平均的に薄く広く、一回限りの放射線を浴びる。しかし、食品を通して体内に

取り込まれた放射性物質は、基本的に、臓器や組織の中、骨の表面に沈着し、付着した部分の周辺の

細胞に、持続的、集中的に放射線を浴びせることになる。その結果、同じ線量であっても、人体への

影響の出方はより大きくなる。

政府・マスコミの安全宣伝は、このような持続的な内部被曝の危険をまったく無視しており、現実

に起こっている被害から放射線のリスク考えるという視点が全くない。彼らの「安全宣伝」に従えば、

チェルノブイリや英仏での被曝被害は何もなかったことになる。

チェルノブイリをはじめとする被曝の実態を直視すべきだ。彼らが安全だという量の放射線を受け

続ければ、いずれ深刻な被害が発生することは明らかだ。

◆◆◆◆子子子子どもどもどもども達達達達、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児とととと妊婦妊婦妊婦妊婦へのへのへのへの被被被被ばくばくばくばく影響影響影響影響はははは考慮考慮考慮考慮されていないされていないされていないされていない

放射線の恐ろしさは、生命の設計図ともいうべきＤＮＡを損傷させ、正常な細胞分裂を阻害するこ

とにある。そのため、成長途上にあって、細胞分裂が活発な子ども達や乳幼児に甚大な影響を与える。

とりわけ、妊婦に対する影響には特別な配慮を払う必要がある。放射線影響の度合いは少なくとも成

人の１０倍以上、胎児についてはそれ以上あると考えるのが普通だ。このままでは、多くの子供たち

が犠牲になる。子供の年間被ばく限度１０ミリシーベルトなど、許されない。

「チェルノブイリ原発事故によるその後の事故影響」(今中哲
二・技術と人間 1997年5月号)

ラ･アーグの海岸汚染による小児白血病発生の相対的危険率（海岸と関係なし＝１）

図１０

図１１

図１２


